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結 果 の 概 要 

 

【事業所調査】 

１ 安全衛生教育に関する事項 

雇入れ時教育について、正社員の対象者がいる事業所の割合は 78.8％であり、このうち実施している事業所の

割合は 68.4％［平成 27 年調査 66.1％］となっている。正社員以外の労働者（派遣労働者を除く）の対象者がいる事

業所の割合は 64.6％であり、このうち実施している事業所の割合は 61.3％［同 55.8％］となっている。派遣労働者に

対する雇入れ又は受入れ時教育の対象者がいる事業所の割合は 11.9％であり、このうち実施している事業所の割

合は 60.0％［同 60.2％］となっている。(第１表) 
 

第１表 雇入れ時教育等実施の有無別事業所割合 
(単位:％） 

 
(単位:％） 

 
(単位:％） 

 
注：1) 「対象者がいる」の事業所割合は「事業所計」から「対象者がいない」及び「不明」を除いた割合である。 

平成28年 100.0  78.8  (100.0)  ( 68.4)  ( 31.6)  4.1  17.1

（事業所規模）

　1,000 人以上 100.0  95.8  (100.0)  ( 93.5)  ( 6.5)  -  4.2

　　500 ～    999人 100.0  94.1  (100.0)  ( 89.7)  ( 10.3)  0.0  5.9

  　300 ～    499人 100.0  92.4  (100.0)  ( 86.7)  ( 13.3)  0.0  7.5

　　100 ～    299人 100.0  92.8  (100.0)  ( 84.7)  ( 15.3)  0.0  7.1

　 　50 ～　   99人 100.0  85.8  (100.0)  ( 81.8)  ( 18.2)  0.4  13.8

　　 30 ～　   49人 100.0  86.1  (100.0)  ( 68.4)  ( 31.6)  0.6  13.3

  　 10 ～　   29人 100.0  75.2  (100.0)  ( 64.7)  ( 35.3)  5.7  19.1

平成27年 100.0 79.1 (100.0) ( 66.1) ( 33.9) 2.9 18.0

不明

区　　分 事業所計

正社員

雇入れ時教育

実施してい
る

実施してい
ない

対象者がいる 1)
対象者がい

ない

平成28年 100.0  64.6  (100.0)  ( 61.3)  ( 38.7)  14.4  21.0  

（事業所規模）

　1,000 人以上 100.0  87.3  (100.0)  ( 84.9)  ( 15.1)  4.1  8.7  

　　500 ～    999人 100.0  85.0  (100.0)  ( 81.6)  ( 18.4)  4.3  10.6  

  　300 ～    499人 100.0  90.6  (100.0)  ( 82.0)  ( 18.0)  2.8  6.7  

　　100 ～    299人 100.0  83.6  (100.0)  ( 79.8)  ( 20.2)  5.7  10.7  

　 　50 ～　   99人 100.0  76.7  (100.0)  ( 71.3)  ( 28.7)  5.9  17.3  

　　 30 ～　   49人 100.0  71.5  (100.0)  ( 64.1)  ( 35.9)  10.8  17.7  

  　 10 ～　   29人 100.0  59.9  (100.0)  ( 56.8)  ( 43.2)  17.0  23.1  

平成27年 100.0 62.4 (100.0) ( 55.8) ( 44.2) 15.7 21.8

区　　分 事業所計

正社員以外の労働者（派遣労働者を除く）

雇入れ時教育

対象者がいる 1)
対象者がい

ない
不明実施してい

る
実施してい

ない

平成28年 100.0  11.9  (100.0) ( 60.0)  ( 40.0)  84.8  3.3  

（事業所規模）

　1,000 人以上 100.0  74.6  (100.0) ( 73.9)  ( 26.1)  18.4  7.0  

　　500 ～    999人 100.0  66.4  (100.0) ( 71.4)  ( 28.6)  25.7  7.9  

  　300 ～    499人 100.0  62.3  (100.0) ( 68.7)  ( 31.3)  32.9  4.8  

　　100 ～    299人 100.0  45.5  (100.0) ( 71.7)  ( 28.3)  49.0  5.5  

　 　50 ～　   99人 100.0  26.0  (100.0) ( 68.4)  ( 31.6)  66.9  7.1  

　　 30 ～　   49人 100.0  16.8  (100.0) ( 53.8)  ( 46.2)  79.7  3.5  

  　 10 ～　   29人 100.0  5.9  (100.0) ( 50.9)  ( 49.1)  91.6  2.5  

平成27年 100.0 12.3 (100.0) ( 60.2) ( 39.8) 84.0 3.7

区　　分 事業所計

派遣労働者

雇入れ又は受入れ時教育

対象者がいる 1)
対象者がい

ない
不明実施してい

る
実施してい

ない
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２ リスクアセスメントに関する事項 

リスクアセスメントを実施している事業所の割合は 46.5％［平成 27 年調査 47.5％］となっている。 

実施内容（複数回答）をみると、「作業に用いる機械の危険性に関する事項」が 63.2％と最も多く、次いで「交通事故

に関する事項」が 56.5％となっている。（第２表、付表１） 

 

 

第２表 リスクアセスメントの実施の有無及び実施内容別事業所割合 

 
(単位:％） 

 

 

 

また、リスクアセスメントを実施している事業所のうち、リスクアセスメントの結果を活用した事業所の割合は 86.1％

となっている。 

活用内容（複数回答）をみると、「労働者への教育研修・情報提供」が 74.9％と最も多く、次いで「作業又は作業環境

の改善」が 64.1％となっている。（第３表、付表２） 

 

 

第３表 リスクアセスメントの結果の活用の有無及び活用内容別事業所割合 

 
(単位:％） 

 
注：1) [ ]は、全事業所のうち「リスクアセスメントを実施している事業所」の割合である。 

平成28年 100.0  46.5  (100.0)  ( 63.2)  ( 31.3)  ( 43.9)  ( 52.5)  ( 34.3)  ( 56.5)  ( 15.8)  ( 0.1)  51.2  2.3  

（事業所規模）

　1,000 人以上 100.0  74.4  (100.0)  ( 67.9)  ( 75.2)  ( 58.2)  ( 48.7)  ( 50.4)  ( 41.0)  ( 20.0)  ( 0.4)  25.2  0.4  

　　500 ～    999人 100.0  72.6  (100.0)  ( 68.7)  ( 62.8)  ( 49.9)  ( 47.4)  ( 44.2)  ( 38.5)  ( 30.5)  ( 0.2)  27.2  0.2  

  　300 ～    499人 100.0  71.6  (100.0)  ( 71.0)  ( 52.6)  ( 64.6)  ( 45.8)  ( 40.7)  ( 39.7)  ( 19.2)  (    -)  27.8  0.7  

　　100 ～    299人 100.0  67.6  (100.0)  ( 63.6)  ( 41.8)  ( 55.4)  ( 49.9)  ( 39.5)  ( 49.6)  ( 21.6)  ( 0.4)  31.4  1.0  

　 　50 ～　   99人 100.0  61.9  (100.0)  ( 66.5)  ( 33.3)  ( 51.0)  ( 45.1)  ( 34.6)  ( 48.8)  ( 15.7)  (    -)  36.8  1.2  

　　 30 ～　   49人 100.0  50.3  (100.0)  ( 62.2)  ( 31.5)  ( 48.8)  ( 55.3)  ( 35.8)  ( 58.3)  ( 14.9)  ( 0.1)  46.5  3.2  

  　 10 ～　   29人 100.0  41.9  (100.0)  ( 62.5)  ( 28.9)  ( 39.7)  ( 53.8)  ( 33.1)  ( 58.8)  ( 15.2)  ( 0.2)  55.8  2.4  

平成27年 100.0 47.5 (100.0) ( 59.6)  ( 27.5)  ( 39.2)  ( 49.2)  ( 37.1)  ( 55.8)  ( 18.4)  ( 0.4)  51.2 1.4

リスクアセ
スメントを
実施してい

ない

不明
作業に用い
る機械の危
険性に関す
る事項

作業に用い
る化学物質
の危険性・
有害性に関
する事項

腰痛のおそ
れのある作
業に関する

事項

熱中症予防
に着目した
暑い場所で
の作業に関
する事項

高所からの
墜落・転落
に関する事

項

交通事故に
関する事項

左記以外の
事項

不明
区　　分 事業所計

リスクアセスメントを
実施している

実施内容（複数回答）

平成28年 [ 46.5]  100.0  86.1  (100.0)  ( 31.6)  ( 64.1)  ( 19.6)  ( 30.4)  ( 74.9)  ( 3.8)  8.9  5.0  

（事業所規模）

　1,000 人以上 [ 74.4]  100.0  96.5  (100.0)  ( 71.9)  ( 85.4)  ( 50.7)  ( 46.8)  ( 71.0)  ( 5.9)  2.7  0.7  

　　500 ～    999人 [ 72.6]  100.0  95.3  (100.0)  ( 69.6)  ( 75.3)  ( 43.0)  ( 53.0)  ( 78.3)  ( 5.6)  2.9  1.8  

  　300 ～    499人 [ 71.6]  100.0  98.6  (100.0)  ( 69.7)  ( 78.9)  ( 36.8)  ( 49.3)  ( 73.2)  ( 3.2)  0.3  1.1  

　　100 ～    299人 [ 67.6]  100.0  96.6  (100.0)  ( 65.3)  ( 68.4)  ( 33.4)  ( 34.6)  ( 72.5)  ( 4.8)  1.6  1.8  

　 　50 ～　   99人 [ 61.9]  100.0  91.9  (100.0)  ( 58.7)  ( 69.5)  ( 26.2)  ( 32.4)  ( 73.7)  ( 3.3)  5.2  2.8  

　　 30 ～　   49人 [ 50.3]  100.0  86.4  (100.0)  ( 29.9)  ( 66.5)  ( 19.5)  ( 29.0)  ( 75.8)  ( 5.2)  8.1  5.5  

  　 10 ～　   29人 [ 41.9]  100.0  83.4  (100.0)  ( 20.7)  ( 61.3)  ( 15.8)  ( 29.1)  ( 75.2)  ( 3.4)  10.8  5.8  

リスクアセスメント
を実施している
事業所計　1)

管理監督者
への教育研
修・情報提

供

労働者への
教育研修・
情報提供

その他活用した
特に活用し
ていない

不明

区　　分

活用内容（複数回答）

安全衛生委
員会等での
調査審議

作業又は作
業環境の改

善

リスクアセ
スメントの
結果に基づ
き労働環境
の改善等を
どのように
実施するの
かを定めた
計画の策定

と実施
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リスクアセスメントを実施していない事業所について、実施していない理由（複数回答）をみると、「危険な機械や

有害な化学物質等を使用していないため」が 57.3％と最も多く、次いで「十分な知識を持った人材がいないため」が

26.2％となっている（第４表、付表３）。 

 

第４表 リスクアセスメントを実施していない理由別事業所割合 
(単位:％） 

 
注：1) [ ]は、全事業所のうち「リスクアセスメントを実施していない事業所」の割合である。 

 

３ メンタルヘルス対策に関する事項 

(1) メンタルヘルス不調により連続１か月以上休業又は退職した労働者の状況 

過去 1 年間（平成 27 年 11 月１日から平成 28 年 10 月 31 日までの期間。以下同じ。）にメンタルヘルス不調により

連続1か月以上休業した労働者（受け入れている派遣労働者を除く。以下、本項では同じ。）の割合は0.4％［平成27

年調査 0.4％］、退職した労働者の割合は 0.2％［同 0.2％］となっている。 

産業別にみると、連続 1 か月以上休業した労働者は「情報通信業」が 1.2％と最も高く、退職した労働者は「医療，

福祉」が 0.4％と最も高くなっている。（第５表） 

 

第５表 過去１年間にメンタルヘルス不調により連続１か月以上休業又は退職した労働者割合 
 

(単位:％） 

 
注：受け入れている派遣労働者を除いた割合である。 

平成28年 [ 51.2]  100.0  26.2  21.6  17.0  11.5  57.3  12.6  4.4  

（事業所規模）
　1,000 人以上 [ 25.2]  100.0  6.6  2.8  3.4  2.3  82.1  15.8  1.0  
　　500 ～    999人 [ 27.2]  100.0  14.4  7.3  4.2  4.9  68.3  18.2  2.3  
  　300 ～    499人 [ 27.8]  100.0  10.3  5.6  3.4  10.2  71.3  10.9  2.7  
　　100 ～    299人 [ 31.4]  100.0  21.3  14.0  12.6  6.6  61.4  12.2  4.8  
　 　50 ～　   99人 [ 36.8]  100.0  21.2  17.3  10.6  13.1  65.7  8.2  3.3  
　　 30 ～　   49人 [ 46.5]  100.0  27.7  21.3  16.8  11.7  57.1  11.3  4.8  

  　 10 ～　   29人 [ 55.8]  100.0  26.7  22.4  17.9  11.6  56.4  13.2  4.4  

平成27年 [ 51.2] 100.0  22.3  17.2  18.5  11.3  60.9  11.4  4.6  

危険な機械
や有害な化
学物質等を
使用してい
ないため

その他 不明
区　　分

リスクアセスメントを
実施していない事業所

計 1)

 実施していない理由（複数回答）

十分な知識
を持った人
材がいない

ため

実施方法が
判らないた

め

労働災害が
発生してい
ないため

法令を守っ
ていれば十
分なため

平成28年 0.4  0.2  
（事業所規模）
　1,000 人以上 0.7  0.1  
　　500 ～    999人 0.6  0.1  
  　300 ～    499人 0.6  0.2  
　　100 ～    299人 0.4  0.1  
　 　50 ～　   99人 0.4  0.2  
　　 30 ～　   49人 0.2  0.1  
  　 10 ～　   29人 0.2  0.3  
（産業）
　農業,林業（林業に限る。） 0.2  0.1  
　鉱業，採石業，砂利採取業 0.2  0.2  
　建設業 0.3  0.1  
　製造業 0.4  0.2  
　電気・ガス・熱供給・水道業 0.8  0.1  
　情報通信業 1.2  0.3  
　運輸業，郵便業 0.3  0.1  
　卸売業，小売業 0.3  0.1  
　金融業，保険業 1.0  0.3  
　不動産業,物品賃貸業 0.4  0.3  
　学術研究，専門・技術サービス業 0.5  0.2  
　宿泊業，飲食サービス業 0.0  0.3  
　生活関連サービス業，娯楽業 0.1  0.2  
　教育，学習支援業 0.3  0.2  
　医療，福祉 0.3  0.4  
　複合サービス事業 0.6  0.1  
　サービス業（他に分類されないもの） 0.3  0.2  

  
平成27年 0.4  0.2

区　　分 連続１か月以上休業した労働者 退職した労働者
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 (2) メンタルヘルス対策への取組状況 

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 56.6％［平成 27 年調査 59.7％］となっている。 

取組内容（複数回答）をみると、「労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査（ストレスチェック）」

が 62.3％［同 22.4％］と最も多く、次いで「メンタルヘルス対策に関する労働者への教育研修・情報提供」が 38.2％

［同 42.0％］、「メンタルヘルス対策に関する事業所内での相談体制の整備」が 35.5％［同 44.4％］となっている。（第

６表、第１図、第２図、付表４） 

 
 

第６表 メンタルヘルス対策の取組の有無及び取組内容別事業所割合 
 

 

 
(単位:％） 

 
注：1) [ ]は、全事業所のうち「メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所」の割合である。 

 

第１図 メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所割合の推移 

（事業所計＝100％） 

 
注：1)平成 23 年は労働災害防止対策等重点調査の結果による。 

2)平成 24 年は労働者健康状況調査の結果による。 

平成28年 100.0 56.6 41.5 2.0 

（事業所規模）

　1,000 人以上 100.0 100.0 - - 

　　500 ～    999人 100.0 99.8 0.2 - 

  　300 ～    499人 100.0 99.2 0.3 0.4 

　　100 ～    299人 100.0 96.1 3.1 0.8 

　 　50 ～　   99人 100.0 85.2 14.7 0.2 

　　 30 ～　   49人 100.0 62.5 35.3 2.2 

  　 10 ～　   29人 100.0 48.3 49.4 2.3 

平成27年 100.0 59.7 39.7 0.6

メンタル
ヘルス
対策に

取り組ん
でいる

区　　分 事業所計

メンタル
ヘルス
対策に

取り組ん
でいない

不明

平成28年 [ 56.6] 100.0 26.9 16.3 25.8 38.2 29.2 11.6 26.6 31.2  62.3 17.9 35.5 4.0 2.8 12.3 15.1 7.5 

（事業所規模）

　1,000 人以上 [100.0] 100.0 77.3 61.7 66.4 81.7 77.0 64.9 66.1 55.2  95.7 78.2 85.1 5.2 7.6 30.8 40.2 5.2 

　　500 ～    999人 [ 99.8] 100.0 68.1 42.9 60.7 68.1 63.7 44.0 56.7 41.3  93.4 56.4 72.0 3.5 7.0 19.7 30.1 2.7 

  　300 ～    499人 [ 99.2] 100.0 67.0 35.3 57.2 63.0 59.9 39.9 58.7 45.4  96.5 51.1 65.4 3.0 4.8 18.9 23.7 1.1 

　　100 ～    299人 [ 96.1] 100.0 55.6 24.6 48.0 47.7 41.1 20.9 46.0 30.8  91.0 30.1 45.5 3.1 3.5 16.1 18.5 1.3 

　 　50 ～　   99人 [ 85.2] 100.0 49.1 22.0 39.8 42.0 31.9 16.4 37.0 34.8  83.9 18.3 39.3 2.1 3.7 17.3 16.0 2.6 

　　 30 ～　   49人 [ 62.5] 100.0 22.6 11.6 22.5 37.8 27.5 10.6 22.7 31.5  52.8 15.2 31.1 5.4 1.1 11.8 16.7 7.0 

  　 10 ～　   29人 [ 48.3] 100.0 17.5 14.2 19.4 35.1 26.2 8.3 21.4 29.8  54.8 15.4 33.2 4.1 2.8 10.4 13.6 9.8 

平成27年 [ 59.7] 100.0 22.2 13.6 21.0 42.0 38.6 9.4 14.6 28.4  22.4 17.9 44.4 3.8 2.1 8.0 15.1 6.0 
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第２図 メンタルヘルス対策の取組内容（複数回答）（平成 28 年） 

（メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所＝100％） 
 

 
 

 (3) ストレスチェックの実施状況 

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所のうち、労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査

（ストレスチェック）した事業所の割合は 62.3％［平成 27 年調査 22.4％］となっている。 

実施時期（複数回答）をみると、「定期健康診断の機会に実施した」が 26.1％、「定期健康診断以外の機会に実施

した」が 74.1％となっている。 

実施しているストレスチェックの種類をみると、「労働安全衛生法(平成 27 年 12 月 1 日施行)に基づくストレスチェッ

ク」が 79.3％、「労働安全衛生法(平成 27 年 12 月 1 日施行)によらず実施した事業所独自のストレスチェック」が 6.4％

となっている。（第７表、第３図） 

 

第７表 労働者のストレスチェックの実施時期及びストレスチェックの種類別事業所割合 

 
(単位:％） 

 
注：1) [ ]は、「メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所」のうち「労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査（ストレスチェック）した事業所」の割合である。 

2) 「実施時期（複数回答）」は、平成 27 年調査では単一回答として調査したため、比較には注意が必要である。 

 

メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 に つ い て 、 安 全 衛 生 委 員 会 等 で の 調 査 審 議

メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 に 関 す る 問 題 点 を 解 決
す る た め の 計 画 の 策 定 と 実 施

メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 の 実 務 を 行 う 担 当 者 の 選 任

メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 に 関 す る 労 働 者 へ の 教 育 研 修 ・ 情 報 提 供

メ ンタ ルヘ ルス 対策 に関 する 管理 監督 者へ の教 育研 修･ 情報 提供

メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 に 関 す る 事 業 所 内 の
産 業 保 健 ス タ ッ フ へ の 教 育 研 修 ・ 情 報 提 供
職 場 環 境 等 の 評 価 及 び 改 善 （ ス ト レ ス チ ェ ッ ク 後 の
集 団 （ 部 、 課 な ど ） ご と の 分 析 を 含 む ）

健 康 診 断 後 の 保 健 指 導 に お け る メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 の 実 施

労 働 者 の ス ト レ ス の 状 況 な ど に つ い て 調 査 票 を
用 い て 調 査 （ ス ト レ ス チ ェ ッ ク ）

職 場 復 帰 に お け る 支 援（ 職場 復帰 支援 プロ グラ ムの 策定 を含 む）

メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 に 関 す る 事 業 所 内 で の 相 談 体 制 の 整 備

地域産業保健センター（地域窓口）を活用したメンタルヘルス対策の実施

産 業 保 健総 合支 援セ ンタ ーを 活用 した メ ン タル ヘル ス対 策の 実施

医 療 機 関 を 活 用 し た メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 の 実 施

他 の 外 部 機 関 を 活 用 し た メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 の 実 施

そ の 他

26.9 

16.3 

25.8 

38.2 

29.2 

11.6 

26.6 

31.2 

62.3 

17.9 

35.5 

4.0 

2.8 

12.3 

15.1 

7.5 

0 20 40 60 80 100
（％）

平成28年 [ 62.3]  100.0  26.1  74.1  1.1  79.3  (100.0)  ( 19.3)  ( 80.7)  ( 0.7)  6.4  (100.0)  ( 16.5)  ( 85.3)  ( 1.0)  14.3  

（事業所規模）

　1,000 人以上 [ 95.7]  100.0  19.0  85.1  -  95.6  (100.0)  ( 18.6)  ( 85.2)  (    -)  3.0  (100.0)  ( 24.9)  ( 85.2)  (    -)  1.4  

　　500 ～    999人 [ 93.4]  100.0  23.8  78.6  0.7  93.6  (100.0)  ( 23.7)  ( 78.9)  ( 0.7)  4.3  (100.0)  ( 11.4)  ( 88.6)  (    -)  2.2  

  　300 ～    499人 [ 96.5]  100.0  17.6  82.5  0.7  97.4  (100.0)  ( 17.6)  ( 82.6)  ( 0.7)  1.6  (100.0) * ( 6.1) * ( 95.9) * (    -) * 1.0  

　　100 ～    299人 [ 91.0]  100.0  25.5  75.0  0.6  94.5  (100.0)  ( 24.2)  ( 76.3)  ( 0.6)  2.2  (100.0)  ( 36.5)  ( 63.5)  (    -)  3.3  

　 　50 ～　   99人 [ 83.9]  100.0  25.4  74.9  0.5  90.6  (100.0)  ( 23.0)  ( 77.4)  ( 0.5)  3.5  (100.0)  ( 17.9)  ( 82.1)  (    -)  5.9  

　　 30 ～　   49人 [ 52.8]  100.0  25.5  75.2  0.6  73.2  (100.0)  ( 22.3)  ( 77.8)  ( 0.9)  10.0  (100.0)  ( 6.0)  ( 98.1)  (    -)  16.8  

  　 10 ～　   29人 [ 54.8]  100.0  27.0  72.8  1.5  72.4  (100.0)  ( 15.5)  ( 84.1)  ( 0.9)  7.7  (100.0)  ( 18.6)  ( 83.0)  ( 1.5)  19.9  

平成27年　2) [ 22.4] 100.0 39.7 58.9 1.4 … (   …) (   …) (   …) (   …) … (   …) (   …) (   …) (   …) …

実施時期（複数回答）

定期健康
診断の
機会に
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診断以外の

機会に
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不明
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のストレスチェック

実施時期（複数回答）

定期健康
診断の
機会に

実施した
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機会に
実施した

不明
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年12月1日施行)に基づ
くストレスチェック
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労働者のストレスの状
況などについて調査票
を用いて調査（ストレ
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所計 1)
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不明
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定期健康
診断の
機会に

実施した

定期健康
診断以外の

機会に
実施した

不明
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第３図 労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査（ストレスチェック）した事業所割合

の推移 

（メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所＝100％） 

 
注：1) 平成 24 年は労働者健康状況調査の結果による。 

 

 

また、労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査（ストレスチェック）した事業所のうち、事業所等

が指定した医師等の専門家による面談等を実施した事業所の割合は 33.6％となっている。 

面談等を実施した労働者の割合階級をみると、「5%未満」が 79.9％と最も多く、次いで「80％以上 100％まで」

が 9.2％となっている。（第８表） 

面談等の実施者又は実施機関をみると、「産業医」が61.9％と最も多く、次いで「健康診断機関」が15.7％となって

いる（第９表）。 

 

第８表 事業所が指定した医師等の専門家による面談等を実施した労働者の割合階級別事業所割合 
(単位:％） 

 
注：1) [ ]は、「メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所」のうち「労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査（ストレスチェック）した事業所」の割合である。 

 

第９表 事業所が指定した医師等の専門家による面談等の実施者又は実施機関別事業所割合 
(単位:％） 

 
注：1) [ ]は、「労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査（ストレスチェック）した事業所」のうち、「事業所が指定した医師等の専門家による面談等を実施し

た事業所」の割合である。 

62.3 

22.4 

26.0 

25.8 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

平成28年

平成27年

平成25年

平成24年

（％）

1）

平成28年 [ 62.3] 100.0  33.6  (100.0)  ( 9.2)  ( 2.3)  ( 0.5)  ( 0.3)  ( 0.7)  ( 2.4)  ( 4.6)  ( 79.9)  55.7  10.7  
（事業所規模）
　1,000 人以上 [ 95.7] 100.0  75.2  (100.0)  ( 2.5)  ( 1.5)  ( 1.6)  (    -)  ( 0.2)  ( 4.4)  ( 5.1)  ( 84.5)  13.2  11.6  
　　500 ～    999人 [ 93.4] 100.0  59.5  (100.0)  ( 6.3)  ( 0.1)  ( 2.4)  ( 0.4)  ( 0.5)  ( 3.2)  ( 7.6)  ( 79.5)  28.2  12.3  
  　300 ～    499人 [ 96.5] 100.0  53.7  (100.0)  ( 5.6)  ( 0.4)  ( 0.7)  (    -)  ( 0.0)  ( 4.9)  ( 3.4)  ( 85.0)  34.8  11.5  
　　100 ～    299人 [ 91.0] 100.0  47.3  (100.0)  ( 3.7)  ( 1.5)  ( 0.6)  ( 0.8)  ( 0.5)  ( 2.5)  ( 4.2)  ( 86.2)  39.4  13.3  
　 　50 ～　   99人 [ 83.9] 100.0  34.8  (100.0)  ( 4.4)  ( 1.2)  (    -)  ( 0.2)  (    -)  ( 0.6)  ( 5.3)  ( 88.3)  50.0  15.2  
　　 30 ～　   49人 [ 52.8] 100.0  35.8  (100.0)  ( 9.1)  ( 1.9)  ( 0.2)  ( 0.1)  ( 0.4)  ( 8.5)  ( 6.8)  ( 73.2)  52.6  11.6  

  　 10 ～　   29人 [ 54.8] 100.0  28.1  (100.0)  ( 13.9)  ( 3.5)  ( 0.7)  ( 0.1)  ( 1.3)  ( 1.0)  ( 3.6)  ( 75.7)  63.7  8.2  

平成27年 [ 22.4] 100.0  47.1  (100.0)  ( 23.4)  ( 2.2)  ( 9.0)  ( 0.2)  ( 5.4)  ( 5.2)  ( 7.8)  ( 46.9)  50.9  2.0

区　　分

労働者のストレスの状況
などについて調査票を用

いて調査（ストレス
チェック）した事業所計

1)

事業所が指定した医師等
の専門家による面談等を

実施した

面談等を実施した労働者の割合階級
医師等の専
門家による
面談等を実
施してい

ない

不明80%以上
100%まで

60%以上80%
未満

40%以上60%
未満

30%以上40%
未満

20%以上30%
未満

10%以上20%
未満

5%以上10%
未満

5%未満

平成28年 [ 33.6] 100.0  61.9  12.7  4.8  2.2  2.9  15.7  5.7  4.5  
（事業所規模）
　1,000 人以上 [ 75.2] 100.0  94.1  8.2  18.2  0.5  0.3  0.7  4.2  -  
　　500 ～    999人 [ 59.5] 100.0  85.8  14.6  13.8  2.9  -  0.2  4.5  0.6  
  　300 ～    499人 [ 53.7] 100.0  87.0  12.8  12.1  0.2  0.3  1.1  4.3  0.7  
　　100 ～    299人 [ 47.3] 100.0  84.5  11.7  5.3  1.7  1.4  3.2  3.9  1.5  
　 　50 ～　   99人 [ 34.8] 100.0  82.0  10.9  4.4  2.0  1.2  4.6  2.5  2.1  
　　 30 ～　   49人 [ 35.8] 100.0  58.3  16.0  4.2  4.0  1.3  18.3  8.4  1.0  

  　 10 ～　   29人 [ 28.1] 100.0  42.5  12.9  3.6  2.0  5.0  26.2  7.1  8.2  

平成27年 [ 47.1] 100.0  49.8  15.4  14.2  2.8  5.7  26.4  5.8  2.2

その他の機
関

不明
区　　分

事業所が指定した医師等
の専門家による面談等を
実施した事業所計　1)

面談等の実施者又は実施機関（複数回答）

産業医
産業医以外
の医師（外
部の医師）

事業所内の
保健師・看

護師
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者・衛生推

進者等
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健センター
（地域窓
口）

健康診断機
関
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さらに、労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査（ストレスチェック）した事業所のうち、ストレス

チェック結果の集団（部、課など）ごとの分析を実施した事業所の割合は 43.8％であり、このうち結果を活用した事業

所の割合は 69.2％となっている。 

活用内容（複数回答）をみると、「衛生委員会等での審議」が 46.2％と最も多くなっている。（第 10 表） 

 

第 10 表 ストレスチェック結果の集団（部、課など）ごとの分析の実施の有無、活用の有無

及び活用内容別事業所割合 

 
(単位:％） 

 
注：1) [ ]は、「メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所」のうち「労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査（ストレスチェック）した事業所」の割合である。 

 

 

４ 受動喫煙防止対策に関する事項 

受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の割合は 85.8％［平成 27 年調査 87.6％］となっている。 

産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が 98.4％と最も高く、次いで「金融業，保険業」が 96.9％、「複合

サービス事業」が 96.2％となっている。 

禁煙・分煙の状況をみると、「事業所の建物内全体（執務室、会議室、食堂、休憩室、商談室等含む）を禁煙とし、

屋外のみ喫煙可能としている」が 39.3％［同 38.1％］と最も多く、次いで「事業所の内部に空間的に隔離された喫煙

場所（喫煙室）を設け、それ以外の場所は禁煙にしている」が22.9％［同25.9％］、「屋外を含めた事業所敷地内全体

を禁煙にしている」が 14.0％［同 15.2％］となっている。（第４図、第 11 表） 

 

第４図 受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所割合の推移 

（事業所計＝１００％） 

 
注：1) 平成 24 年は労働者健康状況調査の結果による。 

 

 

 

平成28年 [ 62.3] 100.0  43.8  (100.0)  ( 69.2)  <100.0>  < 21.3>  < 19.8>  < 17.3>  < 46.2>  < 33.4>  ( 28.1)  ( 2.7)  47.0  9.2  

（事業所規模）   

　1,000 人以上 [ 95.7] 100.0  64.3  (100.0)  ( 88.6)  <100.0>  < 18.5>  < 17.6>  < 32.5>  < 48.5>  < 41.2>  ( 7.3)  ( 4.1)  27.9  7.8  

　　500 ～    999人 [ 93.4] 100.0  58.4  (100.0)  ( 77.0)  <100.0>  < 12.9>  < 15.6>  < 23.1>  < 56.7>  < 34.6>  ( 21.2)  ( 1.7)  32.6  9.0  

  　300 ～    499人 [ 96.5] 100.0  61.5  (100.0)  ( 83.9)  <100.0>  < 8.1>  < 11.3>  < 22.9>  < 58.8>  < 31.0>  ( 14.8)  ( 1.3)  29.7  8.8  

　　100 ～    299人 [ 91.0] 100.0  56.6  (100.0)  ( 69.9)  <100.0>  < 16.4>  < 18.9>  < 15.0>  < 50.7>  < 28.7>  ( 26.8)  ( 3.3)  31.5  12.0  

　 　50 ～　   99人 [ 83.9] 100.0  45.8 (100.0)  ( 72.4)  <100.0>  < 13.7>  < 12.0>  < 14.5>  < 62.2>  < 29.3>  ( 21.8)  ( 5.8)  42.0  12.1

　　 30 ～　   49人 [ 52.8] 100.0  44.5 (100.0)  ( 74.2)  <100.0>  < 25.6>  < 30.2>  < 24.3>  < 30.5>  < 43.4>  ( 23.6)  ( 2.2)  46.5  9.0

  　 10 ～　   29人 [ 54.8] 100.0  39.1 (100.0)  ( 64.9)  <100.0>  < 26.5>  < 21.2>  < 16.1>  < 41.0>  < 33.6>  ( 33.7)  ( 1.4)  53.2  7.7

平成27年 [ 22.4] 100.0  40.4 (100.0)  ( 84.8)  <100.0>  < 33.4>  < 40.6>  < 30.3>  < 27.7>  < 24.9>  ( 12.8)  ( 2.4) 46.8  12.7
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していない
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を用いて調査（ストレ
スチェック）した事業
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ストレスチェック結果
の集団（部、課など）
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その他

結果を特に
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ない
不明

活用内容（複数回答）

85.8 

87.6 

85.6 

81.8 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

平成28年

平成27年

平成25年

平成24年

（％）

1）
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第 11 表 受動喫煙防止対策の取組の有無及び禁煙・分煙状況別事業所割合 

 

 
(単位:％） 

 
注：1) [ ]は、全事業所のうち「受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所」の割合である。 

平成28年 100.0  85.8  13.1  1.0  

（事業所規模）
　1,000 人以上 100.0  99.4  0.6  -  
　　500 ～    999人 100.0  98.1  1.6  0.3  
  　300 ～    499人 100.0  93.7  6.1  0.1  
　　100 ～    299人 100.0  96.9  2.9  0.2  
　 　50 ～　   99人 100.0  94.0  5.0  1.0  
　　 30 ～　   49人 100.0  90.5  8.1  1.3  

  　 10 ～　   29人 100.0  83.0  16.0  1.1  

（産業）
　農業,林業（林業に限る。） 100.0  75.1  24.3  0.6  
　鉱業，採石業，砂利採取業 100.0  71.8  25.9  2.2  
　建設業 100.0  79.2  20.2  0.6  

　製造業 100.0  85.9  12.8  1.3  
　電気・ガス・熱供給・水道業 100.0  98.4  0.5  1.0  

　情報通信業 100.0  95.3  4.3  0.4  
　運輸業，郵便業 100.0  84.5  13.7  1.8  
　卸売業，小売業 100.0  86.2  12.6  1.2  
　金融業，保険業 100.0  96.9  3.1  -  
　不動産業,物品賃貸業 100.0  92.5  7.5  -  
　学術研究，専門・技術サービス業 100.0  92.5  7.1  0.3  
　宿泊業，飲食サービス業 100.0  76.8  22.5  0.7  
　生活関連サービス業，娯楽業 100.0  84.0  15.6  0.5  
　教育，学習支援業 100.0  85.1  13.9  1.0  
　医療，福祉 100.0  89.9  8.2  1.9  
　複合サービス事業 100.0  96.2  3.8  0.0  
　サービス業（他に分類されないもの） 100.0  87.9  11.8  0.3  

平成27年 100.0 87.6  11.2  1.1  

受動喫煙
防止対策に
取り組んで

いる

区　　分 事業所計

受動喫煙
防止対策に
取り組んで
いない

不明

平成28年 [ 85.8]  100.0  14.0  39.3  22.9  10.4  10.9  1.1  1.4  

（事業所規模）
　1,000 人以上 [ 99.4]  100.0  18.2  15.5  55.3  4.5  6.1  -  0.4  
　　500 ～    999人 [ 98.1]  100.0  15.6  22.9  48.9  5.9  6.7  -  -  
  　300 ～    499人 [ 93.7]  100.0  14.0  26.3  46.1  6.6  6.9  -  0.0  
　　100 ～    299人 [ 96.9]  100.0  12.2  32.1  41.8  5.6  6.7  -  1.6  
　 　50 ～　   99人 [ 94.0]  100.0  6.9  39.5  29.6  11.4  12.0  0.3  0.4  
　　 30 ～　   49人 [ 90.5]  100.0  11.5  43.7  25.6  10.4  7.8  0.9  0.2  
  　 10 ～　   29人 [ 83.0]  100.0  15.8  39.3  19.4  10.6  11.9  1.4  1.8  

（産業）
　農業,林業（林業に限る。） [ 75.1]  100.0  3.0  59.0  11.7  10.8  11.6  2.4  1.6  
　鉱業，採石業，砂利採取業 [ 71.8]  100.0  4.3  41.1  22.1  13.1  14.4  3.9  1.0  
　建設業 [ 79.2]  100.0  3.1  42.3  23.4  11.6  14.8  1.8  2.9  

　製造業 [ 85.9]  100.0  3.6  34.0  26.8  17.2  16.3  0.6  1.4  
　電気・ガス・熱供給・水道業 [ 98.4]  100.0  1.2  25.4  57.8  8.4  7.2  -  -  
　情報通信業 [ 95.3]  100.0  9.6  49.4  30.3  4.1  5.9  -  0.7  
　運輸業，郵便業 [ 84.5]  100.0  4.0  36.7  26.8  14.8  14.8  2.0  0.9  
　卸売業，小売業 [ 86.2]  100.0  11.8  43.4  25.1  9.9  8.0  0.7  1.1  
　金融業，保険業 [ 96.9]  100.0  9.5  43.2  27.0  10.7  8.1  -  1.5  
　不動産業,物品賃貸業 [ 92.5]  100.0  7.6  49.8  30.0  7.2  4.8  0.6  -  
　学術研究，専門・技術サービス業 [ 92.5]  100.0  10.3  46.4  27.1  5.7  10.2  -  0.3  
　宿泊業，飲食サービス業 [ 76.8]  100.0  16.0  27.5  21.4  9.1  18.3  4.4  3.3  
　生活関連サービス業，娯楽業 [ 84.0]  100.0  11.6  36.5  18.5  13.0  16.1  2.3  2.0  
　教育，学習支援業 [ 85.1]  100.0  44.7  42.0  8.2  1.3  3.7  -  -  
　医療，福祉 [ 89.9]  100.0  39.3  40.6  9.7  5.0  4.7  -  0.7  
　複合サービス事業 [ 96.2]  100.0  3.5  46.9  23.7  13.1  11.7  -  1.1  
　サービス業（他に分類されないもの） [ 87.9]  100.0  5.5  38.3  31.3  13.5  10.5  0.5  0.4  

平成27年 [ 87.6]  100.0  15.2  38.1  25.9  10.5  9.4  0.5  0.2  

区　　分

受
動
喫
煙
防
止
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る

事
業
所
計

禁煙・分煙状況

屋
外
を
含
め
た
事
業
所
敷
地
内
全
体
を
禁
煙

に
し
て
い
る

事
業
所
の
建
物
内
全
体
（

執
務
室
、

会
議

室
、

食
堂
、

休
憩
室
、

商
談
室
等
含
む
）

を

禁
煙
と
し
、

屋
外
の
み
喫
煙
可
能
と
し
て
い

る 事
業
所
の
内
部
に
空
間
的
に
隔
離
さ
れ
た
喫

煙
場
所
（

喫
煙
室
）

を
設
け
、

そ
れ
以
外
の

場
所
は
禁
煙
に
し
て
い
る

事
業
所
の
内
部
に
空
間
的
に
隔
離
さ
れ
て
い

な
い
喫
煙
場
所
（

喫
煙
コ
―

ナ
―
）

を
設

け
、

そ
れ
以
外
の
場
所
は
禁
煙
に
し
て
い
る

左
記
以
外
の
方
法
で
、

事
業
所
内
の
喫
煙
可

能
場
所
と
禁
煙
場
所
を
区
分
し
て
い
る

事
業
所
内
で
自
由
に
喫
煙
で
き
る

不
明

1)
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また、受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所のうち、禁煙・分煙以外の取組をしている事業所の割合は

44.3％［同 45.2％］となっている。 

取組内容（複数回答）をみると、「喫煙可能区域を事業所内に掲示等して周知している」が 48.1％［同 47.6％］と最

も多く、次いで「喫煙可能区域において、たばこの煙を低減する装置（空気清浄装置）を設置している」が 25.6％［同

29.5％］となっている。（第 12 表、付表５） 

 

第 12 表 禁煙・分煙以外の取組の有無及び取組内容別事業所割合 

 

 
(単位:％） 

 
注：1) [ ]は、全事業所のうち「受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所」の割合である。 

2) < >は、「受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所」のうち「禁煙・分煙以外の取組をしている事業所」の割合である。 

 

 

平成28年 [ 85.8]  100.0  44.3  39.5  16.2  

（事業所規模）
　1,000 人以上 [ 99.4]  100.0  79.8  12.4  7.8  
　　500 ～    999人 [ 98.1]  100.0  75.5  15.2  9.3  
  　300 ～    499人 [ 93.7]  100.0  67.1  22.7  10.2  
　　100 ～    299人 [ 96.9]  100.0  64.1  22.3  13.5  
　 　50 ～　   99人 [ 94.0]  100.0  57.1  30.4  12.5  
　　 30 ～　   49人 [ 90.5]  100.0  48.1  36.0  16.0  

  　 10 ～　   29人 [ 83.0]  100.0  39.5  43.4  17.1  

平成27年 [ 87.6]  100.0 45.2 41.0 13.8

禁煙・分煙
以外の取組
をしている

区　　分
受動喫煙防止対策
に取り組んでいる

事業所計 1)

禁煙・分煙
以外の取組
をしていな

い

不明

平成28年 < 44.3>  100.0  48.1  25.6  7.6  21.5  2.4  2.5  18.0  18.6  10.0  

（事業所規模）
　1,000 人以上 < 79.8>  100.0  51.6  49.2  29.8  48.4  20.5  18.3  51.5  27.1  13.0  
　　500 ～    999人 < 75.5>  100.0  44.6  43.2  18.4  44.4  11.9  11.7  34.7  23.0  9.1  
  　300 ～    499人 < 67.1>  100.0  44.6  37.4  16.0  36.4  6.7  8.6  36.9  19.4  9.3  
　　100 ～    299人 < 64.1>  100.0  50.1  33.4  11.1  32.8  4.3  6.0  21.6  22.4  7.2  
　 　50 ～　   99人 < 57.1>  100.0  52.5  30.8  6.4  28.5  5.0  3.0  15.9  19.5  9.6  
　　 30 ～　   49人 < 48.1>  100.0  49.4  20.5  7.7  19.1  2.0  2.2  19.3  17.4  12.0  
  　 10 ～　   29人 < 39.5>  100.0  46.7  24.2  7.0  18.4  1.4  1.7  16.9  18.1  9.8  

平成27年 < 45.2> 100.0 47.6  29.5  7.4  21.1  2.5  3.0  18.3  19.0  9.8  

左
記
以
外
で
何
ら
か
の
対
策
を
実
施
し
て
い
る

喫
煙
可
能
区
域
に
お
い
て
、

一
定
以
上
の
換
気
（

粉
じ
ん
濃
度
0
・
1
5
 
㎎

／
立
方
メ
ー

ト
ル
以
下
に
維
持
又
は
換
気
量
が
7
0
・
3
×
（

喫
煙
席
数
）

立

方
㍍
／
時
間
以
上
）

を
実
施
し
て
い
る

喫
煙
可
能
区
域
に
設
置
し
た
機
器
（

屋
外
排
気
装
置
、

空
気
清
浄
装
置
等
）

を

定
期
的
に
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
し
て
い
る

喫
煙
室
の
出
入
口
の
気
流
又
は
浮
遊
粉
じ
ん
濃
度
、

一
酸
化
炭
素
濃
度
等
を
定

期
的
に
測
定
し
て
い
る

定
期
的
に
受
動
喫
煙
防
止
対
策
に
関
す
る
研
修
を
開
催
又
は
外
部
の
説
明
会
に

参
加
し
て
い
る

喫
煙
者
に
対
す
る
健
康
指
導
（

た
ば
こ
の
害
に
対
す
る
教
育
や
禁
煙
指
導
）

を

実
施
し
て
い
る

喫
煙
可
能
な
時
間
の
制
限
（

禁
煙
タ
イ
ム
の
設
定
な
ど
）

を
実
施
し
て
い
る

区　　分

禁
煙
・
分
煙
以
外
の
取
組
を
し
て
い
る
事
業
所
計

禁煙・分煙以外の取組内容（複数回答）

喫
煙
可
能
区
域
を
事
業
所
内
に
掲
示
等
し
て
周
知
し
て
い
る

喫
煙
可
能
区
域
に
お
い
て
、

た
ば
こ
の
煙
を
低
減
す
る
装
置
（

空
気
清
浄
装

置
）

を
設
置
し
て
い
る

2)



 

 

12 

職場での受動喫煙を防止するための取組を進めるにあたり、問題があるとする事業所の割合は 41.8％［同 38.7％］

となっている。 

問題の内容（２つ以内の複数回答）をみると、「顧客に喫煙をやめさせるのが困難である」が 33.6％[同 30.6％] と

最も多く、次いで「喫煙室からのたばこ煙の漏洩を完全に防ぐことが困難である」が 29.7％[同 30.6％] となっている。

（第 13 表、付表６） 

 

第 13 表 職場の受動喫煙防止の取組における問題の有無及び問題の内容別事業所割合 

 
(単位:％） 

 
 

 

５ 長時間労働者に対する取組に関する事項 

平成 28 年７月１日が含まれる 1 か月間に 45 時間を超える時間外・休日労働をした労働者（受け入れている派遣

労働者を除く。以下、本項では同じ。）の割合は 6.6％［平成 27 年調査 7.2％］となっている。 

時間外・休日労働時間階級をみると、「45 時間超 80 時間以下」は 5.8％［同 6.1％］、「80 時間超 100 時間以下」

は 0.6％［同 0.8％］、「100 時間超」は 0.3％［同 0.3％］となっている。（第 14 表） 

 

第 14 表 ７月１日が含まれる 1 か月間に 45 時間超える時間外・休日労働をした労働者割合 

 
(単位:％） 

 
注：受け入れている派遣労働者を除いた割合である。 

 

 

 

平成28年 100.0  41.8  (100.0)  ( 22.6)  ( 29.7)  ( 33.6)  ( 24.3)  ( 12.5)  ( 10.7)  ( 2.9)  ( 5.4)  ( 6.1)  54.4  3.8  

（事業所規模）
　1,000 人以上 100.0  54.7  (100.0)  ( 39.6)  ( 50.9)  ( 24.1)  ( 12.8)  ( 7.3)  ( 4.9)  (    -)  ( 0.5)  ( 8.0)  45.1  0.3  
　　500 ～    999人 100.0  52.3  (100.0)  ( 37.0)  ( 44.7)  ( 26.2)  ( 9.9)  ( 4.1)  ( 4.3)  ( 1.1)  ( 0.1)  ( 7.4)  45.2  2.6  
  　300 ～    499人 100.0  47.7  (100.0)  ( 32.5)  ( 54.7)  ( 25.6)  ( 10.8)  ( 9.0)  ( 4.4)  ( 0.5)  ( 2.8)  ( 7.7)  51.0  1.3  
　　100 ～    299人 100.0  49.1  (100.0)  ( 28.8)  ( 46.2)  ( 33.6)  ( 13.9)  ( 8.3)  ( 5.3)  ( 2.7)  ( 2.8)  ( 4.9)  47.8  3.0  
　 　50 ～　   99人 100.0  45.5  (100.0)  ( 28.6)  ( 37.1)  ( 31.9)  ( 24.9)  ( 6.5)  ( 9.7)  ( 2.1)  ( 4.4)  ( 4.2)  51.3  3.2  
　　 30 ～　   49人 100.0  42.8  (100.0)  ( 21.2)  ( 31.1)  ( 36.5)  ( 25.6)  ( 13.1)  ( 9.9)  ( 3.1)  ( 4.6)  ( 6.5)  53.1  4.2  

  　 10 ～　   29人 100.0  40.5  (100.0)  ( 21.3)  ( 26.6)  ( 33.4)  ( 25.1)  ( 13.8)  ( 11.6)  ( 3.1)  ( 5.9)  ( 6.3)  55.6  3.9  

平成27年 100.0 38.7 (100.0)  ( 25.4)  ( 30.6)  ( 30.6)  ( 20.1)  ( 12.4)  ( 10.0)  ( 2.6)  ( 4.6)  ( 5.7)  57.4 3.9

そ
の
他

区　　分

事
業
所
計

問
題
が
あ
る

問題の内容（２つ以内の複数回答）
特
に
問
題
が
な
い

不
明受

動
喫
煙
防
止
に
対

す
る
喫
煙
者
の
理
解

が
得
ら
れ
な
い

喫
煙
室
か
ら
の
た
ば

こ
煙
の
漏
洩
を
完
全

に
防
ぐ
こ
と
が
困
難

で
あ
る

顧
客
に
喫
煙
を
や
め

さ
せ
る
の
が
困
難
で

あ
る

喫
煙
室
や
喫
煙
コ
ー

ナ
ー

を
設
け
る
ス

ペ
ー

ス
が
な
い

喫
煙
室
や
喫
煙
コ
ー

ナ
ー

を
設
け
る
た
め

の
資
金
が
な
い

施
設
上
の
制
約
に
よ

り
、

喫
煙
室
に
必
要

な
設
備
を
設
置
で
き

な
い

受
動
喫
煙
防
止
対
策

へ
の
取
り
組
み
方
が

わ
か
ら
な
い

取
り
組
む
必
要
性
を

感
じ
な
い

平成28年 6.6  5.8  0.6  0.3  

（事業所規模）

　1,000 人以上 6.3  5.8  0.4  0.2  

　　500 ～    999人 5.9  5.3  0.5  0.1  

  　300 ～    499人 5.9  5.0  0.5  0.3  

　　100 ～    299人 7.2  6.3  0.5  0.3  

　 　50 ～　   99人 7.8  6.8  0.7  0.3  

　　 30 ～　   49人 6.1  5.2  0.6  0.3  

  　 10 ～　   29人 6.3  5.3  0.7  0.3  

平成27年 7.2  6.1  0.8 0.3

区　　分 45時間超計

時間外・休日労働時間階級

45時間超
80時間以下

80時間超
100時間以下

100時間超
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平成 28 年７月１日が含まれる 1 か月間に 45 時間を超える時間外・休日労働をした労働者がいる事業所について、

医師による面接指導の申し出のあった労働者がいた事業所の割合は「45 時間超 80 時間以下」が 4.9％［同 4.9％］、

「80 時間超 100 時間以下」が 13.3％［同 15.2％］、「100 時間超」が 27.0％［同 19.7％］となっている。このうち医師に

よる面接指導を実施した事業所の割合をみると、「45 時間超 80 時間以下」が 45.9％［同 58.4％］、「80 時間超 100

時間以下」が 60.0％［同 76.8％］、「100 時間超」が 68.3％［同 81.3％］となっている。（第 15 表） 

 

第 15 表 ７月１日が含まれる１か月間に 45 時間を超える時間外・休日労働をした

労働者に対する医師による面接指導の実施の有無別事業所割合 
(単位:％） 

 
(単位:％） 

 
(単位:％） 

 
注：1) 「医師による面接指導の申し出があった事業所計」には医師による面接指導の実施の有無不明が含まれる。 

2) [ ]は、「当該時間外・休日労働をした労働者がいる事業所」のうち、「医師による面接指導の申し出のあった労働者がいた事

業所」の割合である。 

平成28年 [ 4.9]  100.0  45.9  14.8  30.3  

（事業所規模）

　1,000 人以上 [ 28.1]  100.0  78.1  20.3  1.5  

　　500 ～    999人 [ 21.2]  100.0  69.3  16.8  9.2  

  　300 ～    499人 [ 20.6]  100.0  59.6  24.2  13.2  

　　100 ～    299人 [ 6.0]  100.0  67.0  17.6  6.0  

　 　50 ～　   99人 [ 6.9]  100.0  65.6  12.2  22.3  

　　 30 ～　   49人 [ 5.1]  100.0  20.9  33.0  46.1  

  　 10 ～　   29人 [ 3.0]  100.0  30.2  3.1  45.4  

平成27年 [ 4.9] 100.0 58.4  10.2  17.8  

区　　分

45時間超80時間以下

医師による面接指導の
申し出のあった労働者

がいた事業所計
　1) 2)

実施した
一部実施
した

実施しな
かった

平成28年 [ 13.3] 100.0  60.0  22.1  17.4  

（事業所規模）

　1,000 人以上 [ 52.8] 100.0  83.3  15.5  1.2  

　　500 ～    999人 [ 46.6] 100.0  78.4  13.2  4.6  

  　300 ～    499人 [ 42.0] 100.0  83.2  12.8  4.0  

　　100 ～    299人 [ 15.2] 100.0  77.4  20.9  0.6  

　 　50 ～　   99人 [ 7.0] 100.0 * 19.6 * 40.1 * 40.3 *

　　 30 ～　   49人 [ 10.4] 100.0  97.7  -  2.3  

  　 10 ～　   29人 [ 10.8] 100.0  39.8  29.3  30.9  

平成27年 [ 15.2] 100.0 76.8  12.0  10.7  

実施しな
かった

80時間超100時間以下

医師による面接指導の
申し出のあった労働者

がいた事業所計
　1) 2)

実施した
一部実施
した

区　　分

平成28年 [ 27.0] 100.0  68.3  16.6  15.0  

（事業所規模）

　1,000 人以上 [ 67.9] 100.0  86.7  9.2  3.2  

　　500 ～    999人 [ 70.4] 100.0  75.6  16.6  7.9  

  　300 ～    499人 [ 43.5] 100.0  92.0  6.9  -  

　　100 ～    299人 [ 32.2] 100.0  87.1  1.6  11.3  

　 　50 ～　   99人 [ 37.2] 100.0  64.7  10.6  24.7  

　　 30 ～　   49人 [ 22.2] 100.0 * 54.4 * - * 45.6 *

  　 10 ～　   29人 [ 18.0] 100.0 * 57.5 * 39.2 * 3.2 *

平成27年 [ 19.7] 100.0 81.3  8.7  9.6  

区　　分

100時間超

医師による面接指導の
申し出のあった労働者

がいた事業所計
　1) 2)

実施した
一部実施
した

実施しな
かった
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６ 高年齢労働者の労働災害防止対策に関する事項 

高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は 55.7％［平成 25 年調査 64.6％］となって

いる。 

取組内容（複数回答）をみると、「作業前に、体調不良等の異常がないか確認している」が 41.6％［同 33.1％］と

最も多く、次いで「時間外労働の制限、所定労働時間の短縮等を行っている」が 38.0％［同 39.0％］となっている。

（第 16 表） 

 

第 16 表 高年齢労働者の労働災害防止対策の取組の有無及び取組内容別事業所割合 

 

  
(単位:％） 

 
注：1) [ ]は、全事業所のうち「高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組んでいる事業所」の割合である。 

2) 平成 25 年調査の「取組内容（複数回答）」は選択肢の表現が一部異なるため、比較には注意が必要である。 

 

  

平成28年 100.0  55.7  40.4  3.9  

（事業所規模）

　1,000 人以上 100.0  63.6  34.0  2.4  

　　500 ～    999人 100.0  65.0  31.6  3.5  

  　300 ～    499人 100.0  65.0  34.9  0.1  

　　100 ～    299人 100.0  69.1  28.9  2.0  

　 　50 ～　   99人 100.0  64.2  34.7  1.1  

　　 30 ～　   49人 100.0  63.2  32.9  3.9  

  　 10 ～　   29人 100.0  52.1  43.5  4.4  

平成25年 100.0 64.6  32.6  2.8  

高年齢労働
者の労働災
害防止対策
に取り組ん

でいる

区　　分 事業所計

高年齢労働
者の労働災
害防止対策
に取り組ん
でいない

不明

平成28年 [ 55.7]  100.0  38.0  12.8  5.2  6.3  5.5  41.6  25.1  31.9  11.2  21.6  21.2  12.0  8.2  

（事業所規模）

　1,000 人以上 [ 63.6]  100.0  17.5  20.1  16.1  21.5  22.6  43.5  45.0  53.6  30.3  22.4  18.7  8.8  4.9  

　　500 ～    999人 [ 65.0]  100.0  26.3  21.5  5.6  17.8  16.4  34.3  35.4  53.1  31.1  18.4  19.5  12.6  3.6  

  　300 ～    499人 [ 65.0]  100.0  35.3  17.6  4.8  14.7  14.4  41.8  36.7  44.4  26.8  24.8  21.4  9.6  8.1  

　　100 ～    299人 [ 69.1]  100.0  28.9  22.8  6.4  11.9  10.1  39.7  29.2  36.6  19.5  18.7  18.0  10.4  7.8  

　 　50 ～　   99人 [ 64.2]  100.0  29.1  18.9  5.3  8.3  8.5  38.8  34.7  38.1  14.1  16.6  16.6  8.6  6.2  

　　 30 ～　   49人 [ 63.2]  100.0  42.3  12.9  5.8  8.0  5.4  46.1  24.5  32.3  12.3  27.6  22.5  11.5  8.4  

  　 10 ～　   29人 [ 52.1]  100.0  39.4  10.8  4.8  4.9  4.4  41.2  23.1  30.0  9.3  21.2  21.9  12.8  8.5  

平成25年 [ 64.6]  100.0  39.0  11.8  6.4  5.8  9.6  33.1  27.7  31.2  9.4  18.9  19.7  8.8  8.4  

で
き
る
だ
け
単
独
作
業
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
（

体
調
異

変
が
あ
っ

た
と
き
に
す
ぐ
に
対
応
で
き
る
た
め
の
措
置
）

他
の
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
に
従
事
さ
せ

な
い
よ
う
に
し
て
い
る
（

ク
レ
ー

ン
や
フ
ォ
ー

ク
リ
フ
ト
の
運
転

等
を
さ
せ
な
い
等
の
対
応
）

そ
の
他

医
師
に
よ
る
面
接
指
導
等
の
健
康
管
理
を
重
点
的
に
行
っ

て
い
る

作
業
前
に
、

体
調
不
良
等
の
異
常
が
な
い
か
確
認
し
て
い
る

健
康
診
断
実
施
後
に
基
礎
疾
患
に
関
す
る
相
談
・
指
導
を
行
っ

て

い
る

健
健
康
診
断
実
施
後
に
健
康
診
断
の
結
果
を
踏
ま
え
て
就
業
上
の

措
置
を
行
っ

て
い
る

墜
落
・
転
落
、

転
倒
等
の
災
害
防
止
の
た
め
、

手
す
り
、

滑
り
止

め
、

照
明
、

標
識
等
の
設
置
、

段
差
の
解
消
等
を
実
施
し
て
い
る

（

本
人
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
、

施
設
・
設
備
等
の
労
働
環

境
な
ど
を
変
更
す
る
対
応
）

で
き
る
だ
け
高
所
等
の
危
険
場
所
で
の
作
業
に
従
事
さ
せ
な
い
よ

う
に
し
て
い
る
（

本
人
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
、

作
業
内

容
・
就
業
場
所
を
変
更
す
る
対
応
）

区　　分

高
年
齢
労
働
者
の
労
働
災
害
防
止
対
策
に

取
り
組
ん
で
い
る
事
業
所
計

取組内容（複数回答） 2)

時
間
外
労
働
の
制
限
、

所
定
労
働
時
間
の
短
縮
等
を
行
っ

て
い
る

深
夜
業
の
回
数
の
減
少
又
は
昼
間
勤
務
へ
の
変
更
を
行
っ

て
い
る

定
期
的
に
体
力
測
定
を
実
施
し
、

そ
の
結
果
か
ら
、

本
人
自
身
の

転
倒
、

墜
落
・
転
落
等
の
労
働
災
害
リ
ス
ク
を
判
定
し
、

加
齢
に

伴
う
身
体
的
変
化
を
本
人
に
認
識
さ
せ
て
い
る

高
年
齢
労
働
者
の
身
体
機
能
の
低
下
の
防
止
の
た
め
の
活
動
を
実

施
し
て
い
る
（

作
業
前
の
準
備
体
操
や
定
期
的
な
ウ
ォ
―

キ
ン
グ

な
ど
）

1)
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７ 熱中症予防対策に関する事項 

屋外作業がある事業所のうち、熱中症予防対策に取り組んでいる事業所の割合は81.0％［平成25年調査77.0％］

となっている。 

取組内容（複数回答）をみると、「労働者に対し熱中症予防のための教育を行っている」が 60.0％［同 54.4％］と最

も多く、次いで「涼しい休憩場所を確保し、おしぼり、飲料水等を備え付けている」が 49.9％［同 49.0％］となっている。

（第 17 表、付表７） 

 

第 17 表 熱中症予防対策の取組の有無及び取組の内容別事業所割合 

 

 
 (単位:％） 

 
注：1) [ ]は、「屋外作業がある事業所」のうち「熱中症予防対策に取り組んでいる事業所」の割合である。 

2) 平成 25 年調査の「取組内容（複数回答）」は選択肢の表現が一部異なるため、比較には注意が必要である。 

  

平成28年 100.0  81.0  11.3  7.7  
（事業所規模）
　1,000 人以上 100.0  87.6  2.6  9.8  
　　500 ～    999人 100.0  78.5  6.0  15.5  
  　300 ～    499人 100.0  88.9  7.2  3.9  
　　100 ～    299人 100.0  86.3  4.5  9.1  
　 　50 ～　   99人 100.0  85.2  1.8  13.0  
　　 30 ～　   49人 100.0  82.0  8.6  9.4  
  　 10 ～　   29人 100.0  79.8  13.6  6.5  

平成25年 100.0  77.0  11.4  11.5  

熱中症予防対策
に取り組んでい

る
区　　分

屋外作業がある
事業所計

熱中症予防対策
に取り組んでい

ない
不明

平成28年 [ 81.0]  100.0  20.1  8.9  35.7  49.9  19.7  43.3  44.5  9.9  60.0  9.0  
（事業所規模）
　1,000 人以上 [ 87.6]  100.0  26.1  11.9  45.0  59.8  30.4  73.0  65.0  27.5  81.6  9.8  
　　500 ～    999人 [ 78.5]  100.0  18.3  12.4  38.8  60.9  24.0  63.2  58.8  16.0  80.8  12.8  
  　300 ～    499人 [ 88.9]  100.0  12.9  5.8  39.6  54.9  25.6  50.4  53.6  11.8  84.1  7.0  
　　100 ～    299人 [ 86.3]  100.0  16.9  3.7  39.8  54.1  20.7  50.4  43.1  9.0  67.7  14.4  
　 　50 ～　   99人 [ 85.2]  100.0  14.2  7.9  29.9  49.4  23.3  42.7  46.7  11.8  70.1  12.9  
　　 30 ～　   49人 [ 82.0]  100.0  21.2  6.6  34.8  48.9  19.5  47.7  44.1  12.4  66.9  11.9  
  　 10 ～　   29人 [ 79.8]  100.0  21.0  9.9  36.3  49.7  19.1  41.6  44.1  9.1  56.1  7.4  

平成25年 [ 77.0]  100.0  18.1  2.2  33.2  49.0  16.6  39.2  39.9  7.8  54.4  23.5  

そ
の
他

涼
し
い
休
憩
場
所
を
確
保
し
、

お
し
ぼ
り
、

飲
料
水
等
を
備

え
付
け
て
い
る

ク
―

ル
ス
―

ツ
、

通
気
性
の
良
い
ヘ
ル
メ
ッ

ト
等
を
着
用
さ

せ
て
い
る

朝
礼
時
に
体
調
不
良
の
者
を
把
握
し
、

作
業
場
所
・
時
間
を

配
慮
し
て
い
る

作
業
中
の
巡
視
で
労
働
者
の
水
分
・
塩
分
の
摂
取
や
不
調
者

が
い
な
い
か
確
認
し
て
い
る

高
血
圧
症
な
ど
の
有
疾
患
者
や
健
康
診
断
の
有
所
見
者
に
対

し
作
業
場
所
・
時
間
を
配
慮
し
て
い
る

労
働
者
に
対
し
熱
中
症
予
防
の
た
め
の
教
育
を
行
っ

て
い
る

区　　分

熱
中
症
予
防
対
策
に

取
り
組
ん
で
い
る
事
業
所
計

取組内容（複数回答） 2)

昼
間
の
作
業
時
間
を
短
縮
し
た
り
、

早
朝
・
夕
方
の
時
間
に

移
し
た
り
し
て
い
る

夏
の
屋
外
作
業
で
高
温
多
湿
環
境
に
体
を
慣
れ
さ
せ
る
（

熱

へ
の
順
化
）

た
め
、

気
温
が
高
く
な
る
時
期
に
お
い
て
作
業

時
間
を
通
常
よ
り
短
く
設
定
し
、

熱
へ
の
順
化
に
応
じ
て
数

日
か
け
て
徐
々
に
通
常
の
作
業
時
間
に
戻
す
よ
う
な
取
組
を

し
て
い
る

作
業
場
所
に
お
い
て
シ
―

ト
な
ど
で
日
陰
を
作
っ

た
り
扇
風

機
を
使
用
し
た
り
し
て
い
る

1)
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８ 有害業務の有無及び特殊健康診断の実施状況に関する事項 

(1) 有害業務の状況 

労働者の健康に影響を与えるおそれのある「鉛業務」、「有機溶剤業務」、「特定化学物質を製造し又は取り扱う業

務」、「石綿等を取り扱う業務」、「放射線業務」又は「粉じん作業」のいずれかの業務（以下「有害業務」という。）があ

る事業所の割合は 9.5％となっている。 

有害業務の種類（複数回答）をみると、「有機溶剤業務」が 5.0％と最も多く、次いで「粉じん作業」 が 3.9％となっ

ている。（第 18 表） 

 

第 18 表 有害業務の種類別事業所割合 
(単位:％） 

 
 

(2) 特殊健康診断の実施状況 

有害業務がある事業所のうち、過去１年間に特殊健康診断を実施した事業所の割合を有害業務の種類別にみる

と、「鉛業務」が 86.7％と最も高く、次いで「放射線業務」が 86.3％となっている（第 19 表）。 

 

第 19 表 有害業務の種類別過去１年間に実施した特殊健康診断の実施の有無、

特殊健康診断の受診率及び有所見率 
 

＜平成 28 年＞                                                                  (単位:％） 

 
注：1) [ ]は、全事業所のうち当該「有害業務がある事業所」の割合である。 

2) 受診率及び有所見率は、次のように算出した。 

受診率（％）＝ 

 

延受診者数 
×１００ 

 

有所見率（％）＝ 

 

延有所見者数 
×１００ 

特殊健康診断を実施した 

事業所の延受診対象者数 

 延受診者数 

平成28年 100.0  9.5  0.3  5.0  2.7  0.5  1.9  3.9  
（産業）
 　農業,林業（林業に限る。） 100.0  1.0  0.6  0.3  -  -  -  0.1  
 　鉱業，採石業，砂利採取業 100.0  61.3  0.7  4.4  1.8  0.4  0.2  57.7  
 　建設業 100.0  15.9  0.2  6.8  2.0  2.9  1.7  9.7  
 　製造業 100.0  37.5  2.2  23.4  11.6  0.7  1.6  20.9  
 　電気・ガス・熱供給・水道業 100.0  19.0  -  8.7  11.6  0.4  4.7  1.2  
 　情報通信業 100.0  1.4  -  0.9  0.4  -  0.5  0.4  
 　運輸業，郵便業 100.0  4.2  0.0  1.6  1.3  0.7  0.0  1.9  
 　卸売業，小売業 100.0  2.3  0.0  1.7  0.5  0.3  0.1  0.3  
 　金融業，保険業 100.0  -  -  -  -  -  -  -  
 　不動産業,物品賃貸業 100.0  4.1  -  2.7  0.6  0.5  -  1.3  
 　学術研究，専門・技術サービス業 100.0  12.4  0.2  8.4  6.0  0.7  6.4  1.2  
 　宿泊業，飲食サービス業 100.0  0.0  -  0.0  -  -  -  -  
 　生活関連サービス業，娯楽業 100.0  2.4  -  1.3  0.7  0.0  0.3  0.0  
 　教育，学習支援業 100.0  2.8  0.1  1.3  1.9  0.0  1.9  0.1  
 　医療，福祉 100.0  9.8  0.0  0.6  1.6  0.0  9.3  0.0  
 　複合サービス事業 100.0  1.0  -  0.8  -  -  0.2  0.0  
 　サービス業（他に分類されないもの） 100.0  13.0  0.5  8.3  5.1  0.9  1.7  4.1  

特定化学物
質を製造し
又は取り扱
う業務

石綿等を取
り扱う業務

放射線業務 粉じん作業

有害業務の種類（複数回答）

区　　分 事業所計
右記の有害
業務がある 鉛業務

有機溶剤業
務

鉛 業 務 [ 0.3] 100.0  86.7  5.0  8.3  97.7  1.2  

有 機 溶 剤 業 務 [ 5.0] 100.0  78.9  16.2  4.9  98.1  4.8  

特定化学物質を製造し
又 は 取 り 扱 う 業 務

[ 2.7] 100.0  81.2  14.3  4.5  99.0  2.6  

石綿等を取り扱う業務 [ 0.5] 100.0  67.6  27.0  5.4  89.1  0.8  

放 射 線 業 務 [ 1.9] 100.0  86.3  11.6  2.1  98.1  5.6  

有所見率
       2)

不明
有害業務がある
事業所計　1)

特殊健康診断実施の有無

受診率
       2)

特殊健康診断

有 害 業 務 の 種 類
特殊健康
診断実施

有

特殊健康
診断実施

無
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(3) じん肺健康診断の実施状況 

粉じん作業のある事業所のうち、現在あるいは過去に粉じん作業に従事したじん肺健康診断実施対象の労働者が

いる事業所の割合は 83.8％となっている。 

じん肺健康診断区分（複数回答）別にみると、「３年に１回のじん肺定期健康診断実施対象者がいる」が 78.9％、

「１年に１回のじん肺定期健康診断実施対象者がいる」が 24.0％、「就業時、定期外又は離職時のじん肺健康診断

実施対象者がいる（過去１年間）」が 7.6％となっている。（第 20 表） 

 

第 20 表 じん肺健康診断実施対象の労働者がいる事業所割合及びじん肺健康診断実施率 
 

(単位:％） 

 
注：1) [ ]は、「粉じん作業のある事業所」のうち「じん肺健康診断実施対象の労働者がいる事業所」の割合である。 

2) じん肺健康診断は、粉じん作業従事状況及びじん肺管理区分によって実施対象者の受診頻度が定められている。 

3) 実施率は、次のように算出した。 

 

実施率（％）＝ 
じん肺健康診断を実施した事業所数 

×１００ 
じん肺健康診断実施対象者のいる事業所数 

 

4) 過去３年間にじん肺健康診断を実施した事業所数により算出した。 

5) 過去１年間にじん肺健康診断を実施した事業所数により算出した。 

 

じん肺健康診断受診率をじん肺健康診断区分別にみると、過去３年間（平成 25 年 11 月１日から平成 28 年 10 月

31 日までの期間。以下同じ。）に実施した「３年に１回のじん肺定期健康診断」が 94.9％、過去１年間に実施した「１年

に１回のじん肺定期健康診断」が 96.1％、過去１年間に実施した「就業時、定期外又は離職時のじん肺健康診断（過

去１年間）」が 96.6％となっている（第 21 表）。 

 

第 21 表 じん肺健康診断受診率及び有所見率 
 

＜平成 28 年＞                                                                       (単位:％） 

 
注：じん肺健康診断は、粉じん作業従事状況及びじん肺管理区分によって実施対象者の受診頻度が定められている。 

1) 受診率及び有所見率は、次のように算出した。 

 

受診率（％）＝ 

 

受診者数 
×１００ 

 

有所見率（％）＝ 

 

有所見者数 
×１００ 

じん肺健康診断を実施した 

事 業 所 の受 診 対 象 者 数 

 受診者数 

 

2) 過去３年間に実施したじん肺健康診断により算出した。 

3) 過去１年間に実施したじん肺健康診断により算出した。 

  

平 成 28 年 [ 83.8] 100.0 78.9 (100.0) ( 97.7) 24.0 (100.0) ( 98.4) 7.6 (100.0) ( 94.1)

就業時、定期外
又は離職時の
じん肺健康診断

実施対象者がいる
（過去１年間）

実施率
3) 5)

１年に１回の
じん肺定期健康診断

実施対象者が
いる

実施率
3) 5)

３年に１回の
じん肺定期健康診断

実施対象者が
いる

実施率
3) 4)

じん肺健康診断
実施対象の
労働者がいる
事業所計　1)

じん肺健康診断区分 2)（複数回答）

年

94.9  0.9  

96.1  3.2  

96.6  0.6  就業時、定期外又は離職時のじん肺健康診断　3)

受診率
       1)

有所見率
       1)

じ ん 肺 健 康 診 断 区 分

３年に１回のじん肺定期健康診断　2)

１年に１回のじん肺定期健康診断　3)
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９ ＧＨＳラベル及び安全データシート（ＳＤＳ）に関する事項 

(1) 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の容器・包装へのＧＨＳラベルの表示状況 

化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所の割合は 1.4％となっている。 

化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所について、製造又は譲渡・提供する際にすべての化学物質の容

器・包装にＧＨＳラベルを表示している事業所の割合は「労働安全衛生法第 57 条に該当する化学物質」が 61.3％、

「労働安全衛生法第 57 条には該当しないが、危険有害性がある化学物質（ＧＨＳ分類において危険有害性のクラス

又は区分がつく化学物質をいう。以下同じ。）」が 46.0％となっている。（第 22 表） 

 

第 22 表 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の容器・包装へのＧＨＳラベルの表示状況別事業所割合 

 

＜平成 28 年＞                                                                                (単位:％） 

 
注：1) 「化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所計」にはＧＨＳラベルの表示状況不明が含まれる。 

2) [ ]は、全事業所のうち「化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所」の割合である。 

 

 

(2) 化学物質を使用する際の容器・包装へのＧＨＳラベルの表示状況 

化学物質を使用している事業所の割合は 6.5％となっている。 

化学物質を使用している事業所について、使用するすべての化学物質の容器・包装にＧＨＳラベルが表示されて

いる事業所の割合は「労働安全衛生法第 57 条に該当する化学物質」が 53.5％、「労働安全衛生法第 57 条には該

当しないが、危険有害性がある化学物質」が 45.1％となっている。（第 23 表） 

 

第 23 表 化学物質を使用する際の容器・包装へのＧＨＳラベルの表示状況別事業所割合 

 
＜平成 28 年＞                                                                              (単位:％） 

 
注：1) 「化学物質を使用している事業所計」にはＧＨＳラベルの表示状況不明が含まれる。 

2) [ ]は、全事業所のうち「化学物質を使用している事業所」の割合である。 

 

  

労働安全衛生法第57条に該当する化学物質 [ 1.4] 100.0  61.3  9.7  4.0  3.6  

労働安全衛生法第57条には該当しないが、
危険有害性がある化学物質

[ 1.4] 100.0  46.0  16.2  6.9  7.5  

区　　分
化学物質を製造又は譲
渡・提供している事業

所計　1) 2)

すべて表示
をしている

一部表示を
している

譲渡・提供先
から求めがあ
れば表示をし

ている

全く表示を
していない

表示状況

労働安全衛生法第57条に該当する化学物質 [ 6.5] 100.0  53.5  10.1  2.4  2.2  

労働安全衛生法第57条には該当しないが、
危険有害性がある化学物質

[ 6.5] 100.0  45.1  14.9  6.8  3.0  

区　　分
化学物質を使用してい

る事業所計　1) 2)

表示状況

すべて表示
されている

一部表示さ
れている

譲渡・提供
元に対し求
めた場合に
は表示され

ている

全く表示さ
れていない
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(3) 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の安全データシート（ＳＤＳ）の交付状況 

化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、製造又は譲渡・提供する際に安全データシート（ＳＤＳ）を

すべて交付している事業所の割合は「労働安全衛生法第 57 条の２に該当する」が 49.1％、「労働安全衛生法第 57

条の２には該当しないが、危険有害性がある化学物質」が 40.9％となっている（第 24 表）。 

 

第 24 表 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の安全データシート（ＳＤＳ）の交付状況別

事業所割合 

 
＜平成 28 年＞                                                                              (単位:％） 

 
注：1) 「化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所計」には安全データシート（ＳＤＳ）の交付状況不明が含まれる。 

2) [ ]は、全事業所のうち「化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所」の割合である。 

 

 

(4) 化学物質を使用する際の安全データシート（ＳＤＳ）の交付状況 

化学物質を使用している事業所のうち、安全データシート（ＳＤＳ）がすべて交付されている事業所の割合は「労働

安全衛生法第 57 条の２に該当する」が 54.5％、「労働安全衛生法第 57 条の２には該当しないが、危険有害性があ

る化学物質」が 45.6％となっている（第 25 表）。 

 

第 25 表 化学物質を使用する際の安全データシート（ＳＤＳ）の交付状況別事業所割合 
 

＜平成 28 年＞                                                                              (単位:％） 

 
注：1) 「化学物質を使用している事業所計」には安全データシート（ＳＤＳ）の交付状況不明が含まれる。 

2) [ ]は、全事業所のうち「化学物質を使用している事業所計」の割合である。 

 

労働安全衛生法第57条の２に該当する化学物質 [ 1.4] 100.0  49.1  2.8  27.4  2.6  

労働安全衛生法第57条の２には該当しないが、
危険有害性がある化学物質

[ 1.4] 100.0  40.9  3.3  29.2  5.8  

区　　分
化学物質を製造又は譲
渡・提供している事業

所計　1) 2)

交付状況

すべての製
品に交付し
ている（※
過去に交付
済みの製品
を含む）

 一部の製
品について
交付してい

る

譲渡・提供
先から求め
があれば交
付している

全く交付し
ていない

労働安全衛生法第57条の２に該当する化学物質 [ 6.5] 100.0  54.5  7.0  8.5  4.7  

労働安全衛生法第57条の２には該当しないが、
危険有害性がある化学物質

[ 6.5] 100.0  45.6  15.3  13.3  3.8  

区　　分

交付状況

すべて交付
されている
（※過去に
交付済みの
製品を含

む）

一部交付さ
れている

譲渡・提供
元に対し求
めた場合は
交付されて

いる

全く交付さ
れていない

化学物質を使用してい
る事業所計　1) 2)


